
条例番号 条     例     名 所  管  名 公 布 年 月 日 

条例第３０号 こども家庭庁設置法等の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例 
幼児・放課後児童課 令和５年１０月２６日 

条例第３１号 さいたま市災害派遣手当等の支給に関

する条例の一部を改正する条例 
職 員 課 令和５年１０月２６日 

条例第３２号 
さいたま市衛生関係事務手数料条例及

びさいたま市旅館業法施行条例の一部

を改正する条例 

生 活 衛 生 課 令和５年１０月２６日 

条例第３３号 さいたま市いじめ問題再調査委員

会条例 
子 ど も 政 策 課 令和５年１０月２６日 

条例第３４号 
さいたま市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営の基準に関する条例の一

部を改正する条例 

幼児・放課後児童課 令和５年１０月２６日 

条例第３５号 さいたま市放課後児童クラブ条例の一

部を改正する条例 
幼児・放課後児童課 令和５年１０月２６日 

条例第３６号 さいたま市廃棄物の処理及び再生利用

に関する条例の一部を改正する条例 
資 源 循 環 政 策 課 令和５年１０月２６日 

条例第３７号 さいたま市ホテル南郷条例の一部を改

正する条例 
市 民 生 活 安 全 課 令和５年１０月２６日 

条例第３８号 さいたま市特定非営利活動促進法施行

条例の一部を改正する条例 
市 民 協 働 推 進 課 令和５年１０月２６日 

条例第３９号 さいたま市建築物駐車施設の附置等に

関する条例の一部を改正する条例 
自転車まちづくり推進課 令和５年１０月２６日 

条例第４０号 さいたま市火災予防条例の一部を改正

する条例 
査 察 指 導 課 令和５年１０月２６日 

 



 

さいたま市条例第３０号 

   こども家庭庁設置法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 （さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の一部改正） 

第１条 さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例（平成２４年さいたま市条例第５８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

  ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （定義）  （定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
 ⑴～⑽ ［略］  ⑴～⑽ ［略］ 
 ⑾ 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障

害福祉サービス等につき法第２９条第３項第１

号に規定する主務大臣が定める基準により算定

した費用の額（その額が現に当該指定障害福祉

サービス等に要した費用（特定費用（法第２９

条第１項に規定する特定費用をいう。第１３号

において同じ。）を除く。）の額を超えるとき

は、当該現に指定障害福祉サービス等に要した

費用の額）をいう。 

 ⑾ 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障

害福祉サービス等につき法第２９条第３項第１

号に規定する厚生労働大臣が定める基準により

算定した費用の額（その額が現に当該指定障害

福祉サービス等に要した費用（特定費用（法第

２９条第１項に規定する特定費用をいう。第１

３号において同じ。）を除く。）の額を超える

ときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要

した費用の額）をいう。 
 ⑿ 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用

基準額から当該指定障害福祉サービス等につき

支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を

控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律施行令（平

成１８年政令第１０号）第４２条の２によって

読み替えられた法第５８条第３項第１号に規定

する指定療養介護医療（以下「指定療養介護医

療」という。）につき健康保険の療養に要する

費用の額の算定方法の例により算定した額又は

法第７０条第２項において準用する法第５８条

第４項に規定する主務大臣の定めるところによ

り算定した額から当該指定療養介護医療につき

支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の

合計額をいう。 

 ⑿ 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用

基準額から当該指定障害福祉サービス等につき

支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を

控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律施行令（平

成１８年政令第１０号）第４２条の２によって

読み替えられた法第５８条第３項第１号に規定

する指定療養介護医療（以下「指定療養介護医

療」という。）につき健康保険の療養に要する

費用の額の算定方法の例により算定した額又は

法第７０条第２項において準用する法第５８条

第４項に規定する厚生労働大臣の定めるところ

により算定した額から当該指定療養介護医療に

つき支給すべき療養介護医療費を控除して得た

額の合計額をいう。 



 

 ⒀～⒄ ［略］  ⒀～⒄ ［略］ 
  
 （従業者の員数）  （従業者の員数） 
第６条 指定居宅介護の事業を行う者（以下この章、

 第２０１条の１２及び第２０１条の２０第２項に

おいて「指定居宅介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下この章において「指定居

宅介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成

１８年厚生労働省令第１７１号。以下「指定障害

福祉サービス省令」という。）第５条第１項に規

定するこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定め 
 る者をいう。以下この節及び第４節において同じ。

 ）の員数は、常勤換算方法で、２．５以上とする。

第６条 指定居宅介護の事業を行う者（以下この章、

 第２０１条の１２及び第２０１条の２０第２項に

おいて「指定居宅介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下この章において「指定居

宅介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成

１８年厚生労働省令第１７１号。以下「指定障害

福祉サービス省令」という。）第５条第１項に規

定する厚生労働大臣が定める者をいう。以下この

節及び第４節において同じ。）の員数は、常勤換

算方法で、２．５以上とする。 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
  
 （準用）  （準用） 
第８条 前２条の規定は、重度訪問介護、同行援護

及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業

について準用する。この場合において、重度訪問

介護に係る指定障害福祉サービスの事業について

準用する第６条第１項中「こども家庭庁長官及び

厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と

読み替えるものとする。 

第８条 前２条の規定は、重度訪問介護、同行援護

及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業

について準用する。 

  
 （従業者の員数）  （従業者の員数） 
第４５条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービ

ス（以下この節において「基準該当居宅介護」と

いう。）の事業を行う者（以下この節において「

基準該当居宅介護事業者」という。）が、当該事

業を行う事業所（以下この節において「基準該当

居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき従業

者（指定障害福祉サービス省令第４４条第１項に

規定するこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定

める者をいう。以下この節において同じ。）の員

数は、３人以上とする。 

第４５条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービ

ス（以下この節において「基準該当居宅介護」と

いう。）の事業を行う者（以下この節において「

基準該当居宅介護事業者」という。）が、当該事

業を行う事業所（以下この節において「基準該当

居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき従業

者（指定障害福祉サービス省令第４４条第１項に

規定する厚生労働大臣が定める者をいう。以下こ 
 の節において同じ。）の員数は、３人以上とする。

２ ［略］ ２ ［略］ 
  
 （運営に関する基準）  （運営に関する基準） 
第４９条 ［略］ 第４９条 ［略］ 
２ 第５条第２項から第４項まで、第４節（第２２ 
 条第１項、第２３条、第２４条第１項、第２８条、

 第３３条、第３６条の２及び第４４条を除く。）

及び第４５条から前条までの規定は、重度訪問介

護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福

祉サービスの事業について準用する。この場合に

おいて、第１０条第１項中「第３２条」とあるの

２ 第５条第２項から第４項まで、第４節（第２２ 
 条第１項、第２３条、第２４条第１項、第２８条、

 第３３条、第３６条の２及び第４４条を除く。）

及び第４５条から前条までの規定は、重度訪問介

護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福

祉サービスの事業について準用する。この場合に

おいて、第１０条第１項中「第３２条」とあるの



 

は「第４９条第２項において準用する第３２条」

と、第２１条第２項中「次条第１項から」とある

のは「第４９条第２項において準用する次条第２

項及び」と、第２２条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と、同条第４項中「前３項」とある

のは「前２項」と、第２４条第２項中「第２２条

第２項」とあるのは「第４９条第２項において準

用する第２２条第２項」と、第２６条第１号中「

次条第１項」とあるのは「第４９条第２項におい

て準用する次条第１項」と、第２７条第１項中「 
 第６条第２項」とあるのは「第４５条第２項」と、

 第３１条第３項中「第２７条」とあるのは「第４

９条第２項において準用する第２７条」と、第３

２条中「第３６条第１項」とあるのは「第４９条

第２項において準用する第３６条第１項」と読み

替えるほか、重度訪問介護に係る基準該当障害福

祉サービスの事業について準用する場合に限り、

第４５条中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣

」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるもの

とする。 

は「第４９条第２項において準用する第３２条」

と、第２１条第２項中「次条第１項から」とある

のは「第４９条第２項において準用する次条第２

項及び」と、第２２条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と、同条第４項中「前３項」とある

のは「前２項」と、第２４条第２項中「第２２条

第２項」とあるのは「第４９条第２項において準

用する第２２条第２項」と、第２６条第１号中「

次条第１項」とあるのは「第４９条第２項におい

て準用する次条第１項」と、第２７条第１項中「 
 第６条第２項」とあるのは「第４５条第２項」と、

 第３１条第３項中「第２７条」とあるのは「第４

９条第２項において準用する第２７条」と、第３

２条中「第３６条第１項」とあるのは「第４９条

第２項において準用する第３６条第１項」と読み

替えるものとする。 

  
 （利用者負担額等の受領）  （利用者負担額等の受領） 
第５６条 ［略］ 第５６条 ［略］ 
２ 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わな

い指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者

から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービ

ス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康

保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によ

り算定した額又は法第７０条第２項において準用

する法第５８条第４項に規定する主務大臣の定め

るところにより算定した額の支払を受けるものと

する。 

２ 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わな

い指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者

から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービ

ス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康

保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によ

り算定した額又は法第７０条第２項において準用

する法第５８条第４項に規定する厚生労働大臣の

定めるところにより算定した額の支払を受けるも

のとする。 
３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 
  
 （利用者負担額に係る管理）  （利用者負担額に係る管理） 
第５７条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者

が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供する

指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を

受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障

害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び

指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する

費用の額の算定方法の例により算定した額又は法

第７０条第２項において準用する法第５８条第４

項に規定する主務大臣の定めるところにより算定

した額から当該指定療養介護医療につき支給すべ

き療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額

（以下この条において「利用者負担額等合計額」

という。）を算定しなければならない。この場合

において、当該指定療養介護事業者は、利用者負

担額等合計額を市町村に報告するとともに、当該

第５７条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者

が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供する

指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を

受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障

害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び

指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する

費用の額の算定方法の例により算定した額又は法

第７０条第２項において準用する法第５８条第４

項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより

算定した額から当該指定療養介護医療につき支給

すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合

計額（以下この条において「利用者負担額等合計

額」という。）を算定しなければならない。この

場合において、当該指定療養介護事業者は、利用

者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、



 

支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービ

ス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に

通知しなければならない。 

当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サ

ービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者

等に通知しなければならない。 
  
 （利用者負担額等の受領）  （利用者負担額等の受領） 
第１０５条 ［略］ 第１０５条 ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ 前項第１号及び第２号に掲げる費用については、

 指定障害福祉サービス省令第１２０条第４項に規

定するこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定め

るところによるものとする。 

４ 前項第１号及び第２号に掲げる費用については、

 指定障害福祉サービス省令第１２０条第４項に規

定する厚生労働大臣が定めるところによるものと

する。 
５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 
  
 （従業者の員数）  （従業者の員数） 
第１１４条 ［略］ 第１１４条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 前項のサービス提供責任者は、指定障害福祉サ

ービス省令第１２７条第３項に規定するこども家

庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者でなければ

ならない。 

３ 前項のサービス提供責任者は、指定障害福祉サ

ービス省令第１２７条第３項に規定する厚生労働

大臣が定める者でなければならない。 

４ ［略］ ４ ［略］ 
  
 （従業者の員数）  （従業者の員数） 
第１９６条 指定共同生活援助の事業を行う者（以

下「指定共同生活援助事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「指定共同生活援助事業 
 所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、

 次のとおりとする。 

第１９６条 指定共同生活援助の事業を行う者（以

下「指定共同生活援助事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「指定共同生活援助事業 
 所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、

 次のとおりとする。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、

  常勤換算方法で、次のアからエまでに掲げる数

の合計数以上 

 ⑵ 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、

  常勤換算方法で、次のアからエまでに掲げる数

の合計数以上 
  ア 障害支援区分に係る市町村審査会による審

査及び判定の基準等に関する命令（平成２６

年厚生労働省令第５号。以下この章において

「区分命令」という。）第１条第４号に規定

する区分３に該当する利用者の数を９で除し

た数 

  ア 障害支援区分に係る市町村審査会による審

査及び判定の基準等に関する省令（平成２６

年厚生労働省令第５号。以下この章において

「区分省令」という。）第１条第４号に規定

する区分３に該当する利用者の数を９で除し

た数 
  イ 区分命令第１条第５号に規定する区分４に

該当する利用者の数を６で除した数 
  イ 区分省令第１条第５号に規定する区分４に

該当する利用者の数を６で除した数 
  ウ 区分命令第１条第６号に規定する区分５に

該当する利用者の数を４で除した数 
  ウ 区分省令第１条第６号に規定する区分５に

該当する利用者の数を４で除した数 
  エ 区分命令第１条第７号に規定する区分６に

該当する利用者の数を２．５で除した数 
  エ 区分省令第１条第７号に規定する区分６に

該当する利用者の数を２．５で除した数 
 ⑶ ［略］  ⑶ ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
  
 （従業者の員数）  （従業者の員数） 



 

第２０１条の４ 日中サービス支援型指定共同生活

援助事業者が当該事業を行う事業所（以下「日中 
 サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。

 ）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおり

とする。 

第２０１条の４ 日中サービス支援型指定共同生活

援助事業者が当該事業を行う事業所（以下「日中 
 サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。

 ）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおり

とする。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時

間帯における日中サービス支援型指定共同生活

援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中 
  サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、

  常勤換算方法で、次のアからエまでに掲げる数

の合計数以上 

 ⑵ 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時

間帯における日中サービス支援型指定共同生活

援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中 
  サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、

  常勤換算方法で、次のアからエまでに掲げる数

の合計数以上 
  ア 区分命令第１条第４号に規定する区分３に

該当する利用者の数を９で除した数 
  ア 区分省令第１条第４号に規定する区分３に

該当する利用者の数を９で除した数 
  イ 区分命令第１条第５号に規定する区分４に

該当する利用者の数を６で除した数 
  イ 区分省令第１条第５号に規定する区分４に

該当する利用者の数を６で除した数 
  ウ 区分命令第１条第６号に規定する区分５に

該当する利用者の数を４で除した数 
  ウ 区分省令第１条第６号に規定する区分５に

該当する利用者の数を４で除した数 
  エ 区分命令第１条第７号に規定する区分６に

該当する利用者の数を２．５で除した数 
  エ 区分省令第１条第７号に規定する区分６に

該当する利用者の数を２．５で除した数 
 ⑶ ［略］  ⑶ ［略］ 
２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 
  
   附 則    附 則 
１ ［略］ １ ［略］ 
 （指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援

型指定共同生活援助事業所において個人単位で居

宅介護等を利用する場合の特例） 

 （指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援

型指定共同生活援助事業所において個人単位で居

宅介護等を利用する場合の特例） 
２ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の

規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービ 
 ス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

 重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給

決定を受けることができる者であって、障害支援

区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基 
 準等に関する命令第１条第５号に規定する区分４、

 同条第６号に規定する区分５又は同条第７号に規

定する区分６に該当するものが、共同生活住居内

において、当該指定共同生活援助事業所又は当該

日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従

業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の

利用を希望する場合については、令和６年３月３

１日までの間、当該利用者については、適用しな

い。 

２ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の

規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービ 
 ス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

 重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給

決定を受けることができる者であって、障害支援

区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基 
 準等に関する省令第１条第５号に規定する区分４、

 同条第６号に規定する区分５又は同条第７号に規

定する区分６に該当するものが、共同生活住居内

において、当該指定共同生活援助事業所又は当該

日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従

業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の

利用を希望する場合については、令和６年３月３

１日までの間、当該利用者については、適用しな

い。 
３ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の

規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービ 
 ス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び

判定の基準等に関する命令第１条第５号に規定す

る区分４、同条第６号に規定する区分５又は同条

３ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の

規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービ 
 ス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び

判定の基準等に関する省令第１条第５号に規定す

る区分４、同条第６号に規定する区分５又は同条



 

第７号に規定する区分６に該当するものが、共同

生活住居内において、当該指定共同生活援助事業

所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の従業者以外の者による居宅介護（身体介

護に係るものに限る。以下この項において同じ。

）の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいず

れにも該当する場合については、令和６年３月３

１日までの間、当該利用者については、適用しな

い。 

第７号に規定する区分６に該当するものが、共同

生活住居内において、当該指定共同生活援助事業

所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の従業者以外の者による居宅介護（身体介

護に係るものに限る。以下この項において同じ。

）の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいず

れにも該当する場合については、令和６年３月３

１日までの間、当該利用者については、適用しな

い。 
 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 
４～７ ［略］ ４～７ ［略］ 
  

 （さいたま市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一

部改正） 

第２条 さいたま市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

（平成２４年さいたま市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

  ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （定義）  （定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
 ⑴～⑾ ［略］  ⑴～⑾ ［略］ 
 ⑿ 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障

害福祉サービス等につき法第２９条第３項第１

号に規定する主務大臣が定める基準により算定

した費用の額（その額が現に当該指定障害福祉

サービス等に要した費用（特定費用（法第２９

条第１項に規定する特定費用をいう。第１４号

において同じ。）を除く。）の額を超えるとき

は、当該現に指定障害福祉サービス等に要した

費用の額）をいう。 

 ⑿ 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障

害福祉サービス等につき法第２９条第３項第１

号に規定する厚生労働大臣が定める基準により

算定した費用の額（その額が現に当該指定障害

福祉サービス等に要した費用（特定費用（法第

２９条第１項に規定する特定費用をいう。第１

４号において同じ。）を除く。）の額を超える

ときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要

した費用の額）をいう。 
 ⒀～⒃ ［略］  ⒀～⒃ ［略］ 
  

 （さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正） 



 

第３条 さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２４年さいたま市条例第６４号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

  ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 
第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 
２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達

支援事業所において、日常生活を営むのに必要な

機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員（日常

生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員を

いう。以下同じ。）を、日常生活及び社会生活を

営むために医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管 
 理、喀痰

かくたん

吸引その他こども家庭庁長官が定める医 
 療行為をいう。以下同じ。）を恒常的に受けるこ

とが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合

には看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看

護師をいう。以下同じ。）を、それぞれ置かなけ

ればならない。ただし、次の各号のいずれかに該

当する場合には、看護職員を置かないことができ

る。 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達

支援事業所において、日常生活を営むのに必要な

機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員（日常

生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員を

いう。以下同じ。）を、日常生活及び社会生活を

営むために医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管 
 理、喀痰

かくたん

吸引その他厚生労働大臣が定める医療行 
 為をいう。以下同じ。）を恒常的に受けることが

不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には

看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看護師

をいう。以下同じ。）を、それぞれ置かなければ

ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合には、看護職員を置かないことができる。 

 ⑴～⑶ ［略］  ⑴～⑶ ［略］ 
３～９ ［略］ ３～９ ［略］ 
  
 （通所利用者負担額の受領）  （通所利用者負担額の受領） 
第２４条 ［略］ 第２４条 ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ 前項第１号に掲げる費用については、児童福祉

法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及

び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第

１５号）第２３条第４項に規定するこども家庭庁

長官が定めるところによるものとする。 

４ 前項第１号に掲げる費用については、児童福祉

法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及

び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第

１５号）第２３条第４項に規定にする厚生労働大

臣が定めるところによるものとする。 
５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 
  
 （通所利用者負担額の受領）  （通所利用者負担額の受領） 
第６７条 ［略］ 第６７条 ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ 前項第１号に掲げる費用については、児童福祉

法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及

４ 前項第１号に掲げる費用については、児童福祉

法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及



 

び運営に関する基準第６０条第４項に規定するこ

ども家庭庁長官が定めるところによるものとす

る。 

び運営に関する基準第６０条第４項に規定にする

厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 
  

 （さいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正） 

第４条 さいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２４年さいたま市条例第６５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

  ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （入所利用者負担額の受領）  （入所利用者負担額の受領） 
第１８条 ［略］ 第１８条 ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ 前項第１号に掲げる費用については、児童福祉

法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及

び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第

１６号）第１７条第４項に規定するこども家庭庁

長官が定めるところによるものとする。 

４ 前項第１号に掲げる費用については、児童福祉

法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及

び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第

１６号）第１７条第４項に規定する厚生労働大臣

が定めるところによるものとする。 
５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 
  
 （給付金として支払を受けた金銭の管理）  （給付金として支払を受けた金銭の管理） 
第３２条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定

福祉型障害児入所施設の設置者が障害児に係る児

童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、

設備及び運営に関する基準第３１条に規定するこ

ども家庭庁長官が定める給付金（以下この条にお 
 いて「給付金」という。）の支給を受けたときは、

 給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるとこ

ろにより管理しなければならない。 

第３２条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定

福祉型障害児入所施設の設置者が障害児に係る児

童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、

設備及び運営に関する基準第３１条に規定する厚

生労働大臣が定める給付金（以下この条において

「給付金」という。）の支給を受けたときは、給

付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところ

により管理しなければならない。 
 ⑴～⑷ ［略］  ⑴～⑷ ［略］ 
  

 （さいたま市総合療育センターひまわり学園条例の一部改正） 

第５条 さいたま市総合療育センターひまわり学園条例（平成１３年さいたま市条例



 

第１５９号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （利用者の資格）  （利用者の資格） 
第１２条 ［略］ 第１２条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 障害者総合支援法第５条第１８項に規定する相

談支援を利用することができる者は、障害児の保

護者であって、同条第１９項に規定する主務省令

で定める便宜を受けようとするもの又は障害者総

合支援法第５１条の１７第１項に規定する計画相

談支援対象障害者等に該当するものとする。 

３ 障害者総合支援法第５条第１８項に規定する相

談支援を利用することができる者は、障害児の保

護者であって、同条第１９項に規定する厚生労働

省令で定める便宜を受けようとするもの又は障害

者総合支援法第５１条の１７第１項に規定する計

画相談支援対象障害者等に該当するものとする。 
  

 （さいたま市大崎むつみの里条例の一部改正） 

第６条 さいたま市大崎むつみの里条例（平成１９年さいたま市条例第１１号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （利用者の資格）  （利用者の資格） 
第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 
２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１９項

に規定する主務省令で定める便宜を受けようとす

る者、法第５１条の５第１項の規定による地域相

談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の１７

第１項に規定する計画相談支援対象障害者等とす

る。 

２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１９項

に規定する厚生労働省令で定める便宜を受けよう

とする者、法第５１条の５第１項の規定による地

域相談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の

１７第１項に規定する計画相談支援対象障害者等

とする。 
３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 



 

  

 （さいたま市障害者福祉施設春光園条例の一部改正） 

第７条 さいたま市障害者福祉施設春光園条例（平成１３年さいたま市条例第１６１

号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （利用者の資格）  （利用者の資格） 
第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 
２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１９項

に規定する主務省令で定める便宜を受けようとす

る者、法第５１条の５第１項の規定による地域相

談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の１７

第１項に規定する計画相談支援対象障害者等とす

る。 

２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１９項

に規定する厚生労働省令で定める便宜を受けよう

とする者、法第５１条の５第１項の規定による地

域相談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の

１７第１項に規定する計画相談支援対象障害者等

とする。 
３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 
  

 （さいたま市槻の木条例の一部改正） 

第８条 さいたま市槻の木条例（平成１７年さいたま市条例第７４号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （利用者の資格）  （利用者の資格） 
第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 
２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１９項

に規定する主務省令で定める便宜を受けようとす

る者、法第５１条の５第１項の規定による地域相

２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１９項

に規定する厚生労働省令で定める便宜を受けよう

とする者、法第５１条の５第１項の規定による地



 

談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の１７

第１項に規定する計画相談支援対象障害者等とす

る。 

域相談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の

１７第１項に規定する計画相談支援対象障害者等

とする。 
３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 
  

 （さいたま市みずき園条例の一部改正） 

第９条 さいたま市みずき園条例（平成１３年さいたま市条例第１６４号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （利用者の資格）  （利用者の資格） 
第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 
２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１９項

に規定する主務省令で定める便宜を受けようとす

る者、法第５１条の５第１項の規定による地域相

談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の１７

第１項に規定する計画相談支援対象障害者等とす

る。 

２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１９項

に規定する厚生労働省令で定める便宜を受けよう

とする者、法第５１条の５第１項の規定による地

域相談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の

１７第１項に規定する計画相談支援対象障害者等

とする。 
３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 
  

 （さいたま市さくら草学園条例の一部改正） 

第１０条 さいたま市さくら草学園条例（平成１３年さいたま市条例第１６５号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （利用者の資格）  （利用者の資格） 



 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 相談支援を利用できる者は、障害児の保護者で

あって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第５条第１９項に規定する

主務省令で定める便宜を受けようとするもの又は

同法第５１条の１７第１項に規定する計画相談支

援対象障害者等に該当するものとする。 

３ 相談支援を利用できる者は、障害児の保護者で

あって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第５条第１９項に規定する

厚生労働省令で定める便宜を受けようとするもの

又は同法第５１条の１７第１項に規定する計画相

談支援対象障害者等に該当するものとする。 
  

 （さいたま市杉の子園条例の一部改正） 

第１１条 さいたま市杉の子園条例（平成１３年さいたま市条例第１６６号）の一部

を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （利用者の資格）  （利用者の資格） 
第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 相談支援を利用できる者は、障害児の保護者で

あって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第５条第１９項に規定する

主務省令で定める便宜を受けようとするもの又は

同法第５１条の１７第１項に規定する計画相談支

援対象障害者等に該当するものとする。 

３ 相談支援を利用できる者は、障害児の保護者で

あって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第５条第１９項に規定する

厚生労働省令で定める便宜を受けようとするもの

又は同法第５１条の１７第１項に規定する計画相

談支援対象障害者等に該当するものとする。 
  

 （さいたま市大砂土障害者デイサービスセンター条例の一部改正） 

第１２条 さいたま市大砂土障害者デイサービスセンター条例（平成１４年さいたま

市条例第９３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 



 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （利用者の資格）  （利用者の資格） 
第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 
２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１９項

に規定する主務省令で定める便宜を受けようとす

る者、法第５１条の５第１項の規定による地域相

談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の１７

第１項に規定する計画相談支援対象障害者等とす

る。 

２ 相談支援を利用できる者は、法第５条第１９項

に規定する厚生労働省令で定める便宜を受けよう

とする者、法第５１条の５第１項の規定による地

域相談支援給付決定を受けた者及び法第５１条の

１７第１項に規定する計画相談支援対象障害者等

とする。 
３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 
  

 （さいたま市はるの園条例の一部改正） 

第１３条 さいたま市はるの園条例（平成２２年さいたま市条例第３７号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （利用者の資格）  （利用者の資格） 
第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 相談支援を利用できる者は、障害児の保護者で

あって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第５条第１９項に規定する

主務省令で定める便宜を受けようとするもの又は

同法第５１条の１７第１項に規定する計画相談支

援対象障害者等に該当するものとする。 

３ 相談支援を利用できる者は、障害児の保護者で

あって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第５条第１９項に規定する

厚生労働省令で定める便宜を受けようとするもの

又は同法第５１条の１７第１項に規定する計画相

談支援対象障害者等に該当するものとする。 
  

 （さいたま市心身障害者医療費支給条例の一部改正） 

第１４条 さいたま市心身障害者医療費支給条例（平成１３年さいたま市条例第１６

８号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 



 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （対象者）  （対象者） 
第３条 医療費助成金の支給の対象となる者（以下

「対象者」という。）は、医療保険各法に規定す

る被保険者、組合員若しくは加入者（被保険者、

組合員又は加入者であった者を含む。以下「被保

険者等」という。）又は被扶養者である心身障害

者であって、次の各号のいずれかに該当するもの

とする。 

第３条 医療費助成金の支給の対象となる者（以下

「対象者」という。）は、医療保険各法に規定す

る被保険者、組合員若しくは加入者（被保険者、

組合員又は加入者であった者を含む。以下「被保

険者等」という。）又は被扶養者である心身障害

者であって、次の各号のいずれかに該当するもの

とする。 
 ⑴ 市内に住所を有する者。ただし、次に掲げる

者を除く。 
 ⑴ 市内に住所を有する者。ただし、次に掲げる

者を除く。 
  ア 他の市町村（特別区を含む。以下同じ。）

から障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号。以下「障害者総合支援法」という。

）第２９条又は第３０条の規定による指定障

害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サー

ビスに対する介護給付費、訓練等給付費、特

例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を

受け、障害者総合支援法第５条第１１項に規

定する障害者支援施設若しくは同条第６項に

規定する主務省令で定める施設（次号におい

て「障害者支援施設」という。）、身体障害

者福祉法第１８条第２項に規定する指定医療

機関（以下「指定医療機関」という。）又は

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設の

ぞみの園が設置する施設（以下「のぞみの園

」という。）に入所し、入院し、又は入居し

ている者（障害者総合支援法第５条第１７項

に規定する共同生活援助（以下「共同生活援

助」という。）を行う住居に入居している者

を含む。） 

  ア 他の市町村（特別区を含む。以下同じ。）

から障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号。以下「障害者総合支援法」という。

）第２９条又は第３０条の規定による指定障

害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サー

ビスに対する介護給付費、訓練等給付費、特

例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を

受け、障害者総合支援法第５条第１１項に規

定する障害者支援施設若しくは同条第６項に

規定する厚生労働省令で定める施設（次号に

おいて「障害者支援施設」という。）、身体

障害者福祉法第１８条第２項に規定する指定

医療機関（以下「指定医療機関」という。）

又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施

設のぞみの園が設置する施設（以下「のぞみ

の園」という。）に入所し、入院し、又は入

居している者（障害者総合支援法第５条第１

７項に規定する共同生活援助（以下「共同生

活援助」という。）を行う住居に入居してい

る者を含む。） 
  イ～ク ［略］   イ～ク ［略］ 
 ⑵～⑾ ［略］  ⑵～⑾ ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
  

 （さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第１５条 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年

さいたま市条例第６６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 



 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （給付金として支払を受けた金銭の管理）  （給付金として支払を受けた金銭の管理） 
第１６条 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、

 児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該

施設の設置者が入所中の児童に係る児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省

令第６３号。以下「児童福祉施設府令」という。

）第１２条の２に規定するこども家庭庁長官が定

める給付金（以下この条において「給付金」とい

う。）の支給を受けたときは、給付金として支払

を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しな

ければならない。 

第１６条 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、

 児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該

施設の設置者が入所中の児童に係る児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省

令第６３号。以下「児童福祉施設省令」という。

）第１２条の２に規定する厚生労働大臣が定める

給付金（以下この条において「給付金」という。

）の支給を受けたときは、給付金として支払を受

けた金銭を次に掲げるところにより管理しなけれ

ばならない。 
 ⑴～⑷ ［略］  ⑴～⑷ ［略］ 
  
 （乳児院の長の資格等）  （乳児院の長の資格等） 
第２９条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該

当し、かつ、児童福祉施設府令第２２条の２第１

項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行

う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるた

めの研修を受けた者であって、人格が高潔で識見

が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するも

のでなければならない。 

第２９条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該

当し、かつ、児童福祉施設省令第２２条の２第１

項に規定する厚生労働大臣が指定する者が行う乳

児院の運営に関し必要な知識を習得させるための

研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高

く、乳児院を適切に運営する能力を有するもので

なければならない。 
 ⑴～⑶ ［略］  ⑴～⑶ ［略］ 
 ⑷ 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認める者であって、次に掲げる期間の

合計が３年以上であるもの又は児童福祉施設府

令第２２条の２第１項第４号に規定するこども

家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了した

もの 

 ⑷ 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認める者であって、次に掲げる期間の

合計が３年以上であるもの又は児童福祉施設省

令第２２条の２第１項第４号に規定する厚生労

働大臣が指定する講習会の課程を修了したもの 

  ア～ウ ［略］   ア～ウ ［略］ 
２ 乳児院の長は、２年に１回以上、その資質の向

上のための児童福祉施設府令第２２条の２第２項

に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う

研修を受けなければならない。ただし、やむを得

ない理由があるときは、この限りでない。 

２ 乳児院の長は、２年に１回以上、その資質の向

上のための児童福祉施設省令第２２条の２第２項

に規定する厚生労働大臣が指定する者が行う研修

を受けなければならない。ただし、やむを得ない

理由があるときは、この限りでない。 
  
 （母子生活支援施設の長の資格等）  （母子生活支援施設の長の資格等） 
第３７条 母子生活支援施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、児童福祉施設府令第２７

条の２第１項に規定するこども家庭庁長官が指定

第３７条 母子生活支援施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、児童福祉施設省令第２７

条の２第１項に規定する厚生労働大臣が指定する



 

する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要

な知識を習得させるための研修を受けた者であっ

て、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設

を適切に運営する能力を有するものでなければな

らない。 

者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知

識を習得させるための研修を受けた者であって、

人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適

切に運営する能力を有するものでなければならな

い。 
 ⑴～⑶ ［略］  ⑴～⑶ ［略］ 
 ⑷ 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認める者であって、次に掲げる期間の

合計が３年以上であるもの又は児童福祉施設府

令第２７条の２第１項第４号に規定するこども

家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了した

もの 

 ⑷ 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認める者であって、次に掲げる期間の

合計が３年以上であるもの又は児童福祉施設省

令第２７条の２第１項第４号に規定する厚生労

働大臣が指定する講習会の課程を修了したもの 

  ア～ウ ［略］   ア～ウ ［略］ 
２ 母子生活支援施設の長は、２年に１回以上、そ

の資質の向上のための児童福祉施設府令第２７条

の２第２項に規定するこども家庭庁長官が指定す 
 る者が行う研修を受けなければならない。ただし、

やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

２ 母子生活支援施設の長は、２年に１回以上、そ

の資質の向上のための児童福祉施設省令第２７条

の２第２項に規定する厚生労働大臣が指定する者

が行う研修を受けなければならない。ただし、や

むを得ない理由があるときは、この限りでない。 
  
 （保育の内容）  （保育の内容） 
第４７条 保育所における保育は、養護及び教育を

一体的に行うことをその特性とし、その内容につ

いては、児童福祉施設府令第３５条に規定する内

閣総理大臣が定める指針に従って行うものでなけ

ればならない。 

第４７条 保育所における保育は、養護及び教育を

一体的に行うことをその特性とし、その内容につ

いては、児童福祉施設省令第３５条に規定する厚

生労働大臣が定める指針に従って行うものでなけ

ればならない。 
  
 （児童養護施設の長の資格等）  （児童養護施設の長の資格等） 
第５７条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれ

かに該当し、かつ、児童福祉施設府令第４２条の

２第１項に規定するこども家庭庁長官が指定する

者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を

習得させるための研修を受けた者であって、人格

が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営

する能力を有するものでなければならない。 

第５７条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれ

かに該当し、かつ、児童福祉施設省令第４２条の

２第１項に規定する厚生労働大臣が指定する者が

行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得

させるための研修を受けた者であって、人格が高

潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する

能力を有するものでなければならない。 
 ⑴～⑶ ［略］  ⑴～⑶ ［略］ 
 ⑷ 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認める者であって、次に掲げる期間の

合計が３年以上であるもの又は児童福祉施設府

令第４２条の２第１項第４号に規定するこども

家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了した

もの 

 ⑷ 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認める者であって、次に掲げる期間の

合計が３年以上であるもの又は児童福祉施設省

令第４２条の２第１項第４号に規定する厚生労

働大臣が指定する講習会の課程を修了したもの 

  ア～ウ ［略］   ア～ウ ［略］ 
２ 児童養護施設の長は、２年に１回以上、その資

質の向上のための児童福祉施設府令第４２条の２

第２項に規定するこども家庭庁長官が指定する者

が行う研修を受けなければならない。ただし、や

むを得ない理由があるときは、この限りでない。 

２ 児童養護施設の長は、２年に１回以上、その資

質の向上のための児童福祉施設省令第４２条の２

第２項に規定する厚生労働大臣が指定する者が行

う研修を受けなければならない。ただし、やむを

得ない理由があるときは、この限りでない。 
  
 （職員）  （職員） 



 

第６６条 主として知的障害のある児童（自閉症を 
 主たる症状とする児童（以下「自閉症児」という。

 ）を除く。次項及び第３項において同じ。）を入

所させる福祉型障害児入所施設には、嘱託医、児

童指導員、保育士、栄養士、調理員及び児童発達

支援管理責任者（障害児通所支援又は障害児入所

支援の提供の管理を行う者として児童福祉施設府

令第４９条第１項に規定するこども家庭庁長官が

定めるものをいう。以下同じ。）を置かなければ

ならない。ただし、児童４０人以下を入所させる

施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託

する施設にあっては調理員を置かないことができ

る。 

第６６条 主として知的障害のある児童（自閉症を 
 主たる症状とする児童（以下「自閉症児」という。

 ）を除く。次項及び第３項において同じ。）を入

所させる福祉型障害児入所施設には、嘱託医、児

童指導員、保育士、栄養士、調理員及び児童発達

支援管理責任者（障害児通所支援又は障害児入所

支援の提供の管理を行う者として児童福祉施設省

令第４９条第１項に規定する厚生労働大臣が定め

るものをいう。以下同じ。）を置かなければなら

ない。ただし、児童４０人以下を入所させる施設

にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する

施設にあっては調理員を置かないことができる。 

２～１５ ［略］ ２～１５ ［略］ 
  
 （職員）  （職員） 
第８０条 福祉型児童発達支援センター（主として

難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及

び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童

発達支援センターを除く。次項において同じ。）

には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調

理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生

活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能

訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓

練を担当する職員をいう。以下同じ。）を、日常

生活及び社会生活を営むために医療的ケア（人工 
 呼吸器による呼吸管理、喀痰

かくたん

吸引その他こども家 
 庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。）

を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医

療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置

かなければならない。ただし、次に掲げる施設及

び場合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を

置かないことができる。 

第８０条 福祉型児童発達支援センター（主として

難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及

び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童

発達支援センターを除く。次項において同じ。）

には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調

理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生

活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能

訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓

練を担当する職員をいう。以下同じ。）を、日常

生活及び社会生活を営むために医療的ケア（人工 
 呼吸器による呼吸管理、喀痰

かくたん

吸引その他厚生労働 
 大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。）を恒

常的に受けることが不可欠である障害児に医療的

ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かな

ければならない。ただし、次に掲げる施設及び場

合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置か

ないことができる。 
 ⑴～⑸ ［略］  ⑴～⑸ ［略］ 
２～１０ ［略］ ２～１０ ［略］ 
  
 （児童心理治療施設の長の資格等）  （児童心理治療施設の長の資格等） 
第９１条 児童心理治療施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、児童福祉施設府令第７４

条第１項に規定するこども家庭庁長官が指定する

者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知

識を習得させるための研修を受けた者であって、

人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適

切に運営する能力を有するものでなければならな

い。 

第９１条 児童心理治療施設の長は、次の各号のい

ずれかに該当し、かつ、児童福祉施設省令第７４

条第１項に規定する厚生労働大臣が指定する者が

行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を

習得させるための研修を受けた者であって、人格

が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に

運営する能力を有するものでなければならない。 

 ⑴～⑶ ［略］  ⑴～⑶ ［略］ 
 ⑷ 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認める者であって、次に掲げる期間の

合計が３年以上であるもの又は児童福祉施設府

 ⑷ 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を

有すると認める者であって、次に掲げる期間の

合計が３年以上であるもの又は児童福祉施設省



 

令第７４条第１項第４号に規定するこども家庭

庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの 
令第７４条第１項第４号に規定する厚生労働大

臣が指定する講習会の課程を修了したもの 
  ア～ウ ［略］   ア～ウ ［略］ 
２ 児童心理治療施設の長は、２年に１回以上、そ

の資質の向上のための児童福祉施設府令第７４条

第２項に規定するこども家庭庁長官が指定する者

が行う研修を受けなければならない。ただし、や

むを得ない理由があるときは、この限りでない。 

２ 児童心理治療施設の長は、２年に１回以上、そ

の資質の向上のための児童福祉施設省令第７４条

第２項に規定する厚生労働大臣が指定する者が行

う研修を受けなければならない。ただし、やむを

得ない理由があるときは、この限りでない。 
  
 （児童自立支援施設の長の資格等）  （児童自立支援施設の長の資格等） 
第９９条 ［略］ 第９９条 ［略］ 
２ 児童自立支援施設の長は、２年に１回以上、そ

の資質の向上のための児童福祉施設府令第８１条

第２項に規定するこども家庭庁長官が指定する者

が行う研修を受けなければならない。ただし、や

むを得ない理由があるときは、この限りでない。 

２ 児童自立支援施設の長は、２年に１回以上、そ

の資質の向上のための児童福祉施設省令第８１条

第２項に規定する厚生労働大臣が指定する者が行

う研修を受けなければならない。ただし、やむを

得ない理由があるときは、この限りでない。 
  

 （さいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条

例の一部改正） 

第１６条 さいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関

する条例（平成２６年さいたま市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 
２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定

教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める

小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定め

るものとする。ただし、法第１９条第３号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分にあっては、満１歳

に満たない小学校就学前子ども及び満１歳以上の 
 小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定

教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める

小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定め

るものとする。ただし、法第１９条第１項第３号

に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、

満１歳に満たない小学校就学前子ども及び満１歳

以上の小学校就学前子どもに区分して定めるもの

とする。 
 ⑴ 認定こども園 法第１９条各号に掲げる小学

校就学前子どもの区分 
 ⑴ 認定こども園 法第１９条第１項各号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分 
 ⑵ 幼稚園 法第１９条第１号に掲げる小学校就

学前子どもの区分 
 ⑵ 幼稚園 法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもの区分 



 

 ⑶ 保育所 法第１９条第２号に掲げる小学校就

学前子どもの区分及び同条第３号に掲げる小学

校就学前子どもの区分 

 ⑶ 保育所 法第１９条第１項第２号に掲げる小

学校就学前子どもの区分及び同項第３号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分 
  
 （正当な理由のない提供拒否の禁止等）  （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 
第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 
２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園

に限る。以下この項において同じ。）は、利用の

申込みに係る法第１９条第１号に掲げる小学校就

学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現

に利用している同号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもの数の総数

が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員の数を超え

る場合においては、抽選、申込みを受けた順序に

より決定する方法、当該特定教育・保育施設の設

置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基

づく選考その他公正な方法（第４項において「選

考方法」という。）により選考しなければならな

い。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園

に限る。以下この項において同じ。）は、利用の

申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している同号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数

の総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の数

を超える場合においては、抽選、申込みを受けた

順序により決定する方法、当該特定教育・保育施

設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針

等に基づく選考その他公正な方法（第４項におい

て「選考方法」という。）により選考しなければ

ならない。 
３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所 
 に限る。以下この項及び次条第２項において同じ。

 ）は、利用の申込みに係る法第１９条第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該

特定教育・保育施設を現に利用している同条第２

号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの数の総数が、当

該特定教育・保育施設の同条第２号又は第３号に

掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員

の数を超える場合においては、法第２０条第４項

の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及

び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が

高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優

先的に利用できるよう、選考するものとする。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所 
 に限る。以下この項及び次条第２項において同じ。

 ）は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第２

号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの数及

び当該特定教育・保育施設を現に利用している同

項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもの数の総数

が、当該特定教育・保育施設の同項第２号又は第

３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利

用定員の数を超える場合においては、法第２０条

第４項の規定による認定に基づき、保育の必要の

程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必

要性が高いと認められる教育・保育給付認定子ど

もが優先的に利用できるよう、選考するものとす

る。 
４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 
  
 （あっせん、調整及び要請に対する協力）  （あっせん、調整及び要請に対する協力） 
第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 
２ 特定教育・保育施設は、法第１９条第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保

育施設の利用について児童福祉法第２４条第３項

（同法附則第７３条第１項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定により市が行う

調整及び要請に対し、できる限り協力しなければ

ならない。 

２ 特定教育・保育施設は、法第１９条第１項第２

号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教

育・保育施設の利用について児童福祉法第２４条

第３項（同法附則第７３条第１項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規定により市

が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しな

ければならない。 
  
 （受給資格等の確認）  （受給資格等の確認） 



 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の

提供を求められた場合は、必要に応じて、教育・

保育給付認定保護者の提示する支給認定証（教育 
 ・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受け

ていない場合にあっては、子ども・子育て支援法

施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第７条

第２項の規定による通知）によって、教育・保育

給付認定の有無、教育・保育給付認定子どもの該

当する法第１９条各号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分、教育・保育給付認定の有効期間及び保

育必要量等を確かめるものとする。 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の

提供を求められた場合は、必要に応じて、教育・

保育給付認定保護者の提示する支給認定証（教育 
 ・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受け

ていない場合にあっては、子ども・子育て支援法

施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第７条

第２項の規定による通知）によって、教育・保育

給付認定の有無、教育・保育給付認定子どもの該

当する法第１９条第１項各号に掲げる小学校就学

前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間

及び保育必要量等を確かめるものとする。 
  
 （利用者負担額等の受領）  （利用者負担額等の受領） 
第１３条 ［略］ 第１３条 ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける

額のほか、特定教育・保育において提供される便

宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支

払を教育・保育給付認定保護者から受けることが

できる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける

額のほか、特定教育・保育において提供される便

宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支

払を教育・保育給付認定保護者から受けることが

できる。 
 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 
 ⑶ 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要

する費用 
 ⑶ 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要

する費用 
  ア 次の( ｱ )又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教育・保

育給付認定子どものうち、その教育・保育給

付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保

護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民

税所得割合算額がそれぞれ( ｱ )又は(ｲ)に定める

金額未満であるものに対する副食の提供 

  ア 次の( ｱ )又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教育・保

育給付認定子どものうち、その教育・保育給

付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保

護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民

税所得割合算額がそれぞれ( ｱ )又は(ｲ)に定める

金額未満であるものに対する副食の提供 

   ( ｱ ) 法第１９条第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も ７７，１０１円 

   ( ｱ ) 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども ７７，１０１円 

   (ｲ) 法第１９条第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ど 

    も（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。

    イ(ｲ)において同じ。） ５７，７００円（ 

    令第４条第２項第６号に規定する特定教育 

    ・保育給付認定保護者にあっては、７７，

１０１円） 

   (ｲ) 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども（特定満３歳以上保育認定子ども

を除く。イ(ｲ)において同じ。） ５７，７

００円（令第４条第２項第６号に規定する 

    特定教育・保育給付認定保護者にあっては、

７７，１０１円） 

  イ 次の( ｱ )又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教育・保

育給付認定子どものうち、負担額算定基準子

ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学

校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学

校の小学部の第１学年から第３学年までに在 
   籍する子どもをいう。以下イ( ｱ )において同じ。

   ）が同一の世帯に３人以上いる場合にそれぞ

れ( ｱ )又は(ｲ)に定める者に該当するものに対す

る副食の提供（アに該当するものを除く。） 

  イ 次の( ｱ )又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教育・保

育給付認定子どものうち、負担額算定基準子

ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学

校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学

校の小学部の第１学年から第３学年までに在 
   籍する子どもをいう。以下イ( ｱ )において同じ。

   ）が同一の世帯に３人以上いる場合にそれぞ

れ( ｱ )又は(ｲ)に定める者に該当するものに対す

る副食の提供（アに該当するものを除く。） 
   ( ｱ ) 法第１９条第１号に掲げる小学校就学前    ( ｱ ) 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校



 

子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も 負担額算定基準子ども又は小学校第３

学年修了前子ども（そのうち最年長者及び

２番目の年長者である者を除く。）である

者 

就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども 負担額算定基準子ども又は小学

校第３学年修了前子ども（そのうち最年長

者及び２番目の年長者である者を除く。）

である者 
   (ｲ) 法第１９条第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も 負担額算定基準子ども（そのうち最年

長者及び２番目の年長者である者を除く。

）である者 

   (ｲ) 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども 負担額算定基準子ども（そのう

ち最年長者及び２番目の年長者である者を

除く。）である者 
  ウ ［略］   ウ ［略］ 
 ⑷・⑸ ［略］  ⑷・⑸ ［略］ 
５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 
  
 （特定教育・保育の取扱方針）  （特定教育・保育の取扱方針） 
第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げ

る施設の区分に応じて、当該各号に定めるものに

基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応

じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなけれ

ばならない。 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げ

る施設の区分に応じて、当該各号に定めるものに

基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応

じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなけれ

ばならない。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 認定こども園（認定こども園法第３条第１項

又は第３項の認定を受けた施設及び同条第１０

項の規定による公示がされたものに限る。）次

号及び第４号に掲げる事項 

 ⑵ 認定こども園（認定こども園法第３条第１項

又は第３項の認定を受けた施設及び同条第１１

項の規定による公示がされたものに限る。）次

号及び第４号に掲げる事項 
 ⑶ 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）第２５条第１項の規定に

基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程

その他の教育内容に関する事項をいう。） 

 ⑶ 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）第２５条の規定に基づき

文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他

の教育内容に関する事項をいう。） 
 ⑷ 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５

条の規定に基づき保育所における保育の内容に

ついて内閣総理大臣が定める指針 

 ⑷ 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５

条の規定に基づき保育所における保育の内容に

ついて厚生労働大臣が定める指針 
２ ［略］ ２ ［略］ 
  
 （運営規程）  （運営規程） 
第２０条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設

の運営についての重要事項に関する規程（第２３

条において「運営規程」という。）を定めておか

なければならない。 

第２０条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設

の運営についての重要事項に関する規程（第２３

条において「運営規程」という。）を定めておか

なければならない。 
 ⑴～⑶ ［略］  ⑴～⑶ ［略］ 
 ⑷ 特定教育・保育の提供を行う日（法第１９条

第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員を定めている施設にあっては、学期

を含む。）及び時間並びに提供を行わない日 

 ⑷ 特定教育・保育の提供を行う日（法第１９条

第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの区 
  分に係る利用定員を定めている施設にあっては、

  学期を含む。）及び時間並びに提供を行わない

日 
 ⑸～⑾ ［略］  ⑸～⑾ ［略］ 
  



 

 （特別利用保育の基準）  （特別利用保育の基準） 
第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以

下この条において同じ。）が法第１９条第１号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場

合には、法第３４条第１項第３号に規定する基準

を遵守しなければならない。 

第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以

下この条において同じ。）が法第１９条第１項第

１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育 
 ・保育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供

する場合には、法第３４条第１項第３号に規定す

る基準を遵守しなければならない。 
２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別

利用保育を提供する場合には、当該特別利用保育

に係る法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及

び当該特定教育・保育施設を現に利用している同

条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもの数の総数が、第４条

第２項第３号の規定により定められた法第１９条

第２号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定

員の数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別

利用保育を提供する場合には、当該特別利用保育

に係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の数及び当該特定教育・保育施設を現に利用して

いる同項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもの数の総数が、

第４条第２項第３号の規定により定められた法第

１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ども

に係る利用定員の数を超えないものとする。 
３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特

別利用保育を提供する場合には、特定教育・保育

には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設

型給付費（法第２８条第１項の特例施設型給付費

をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞ

れ含むものとして、前節（第６条第３項及び第７

条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合

において、第６条第２項中「特定教育・保育施設

（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項に

おいて同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施

設（特別利用保育を提供している施設に限る。以

下この項において同じ。）」と、「同号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども」とあるのは「同条第１号又は第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども」と、第１３条第２項中「法第２

７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第

２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と、同条第４項第３号

イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受

ける者を除く。）」と、同号イ(ｲ)中「教育・保育

給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認

定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」

とする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特

別利用保育を提供する場合には、特定教育・保育

には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設

型給付費（法第２８条第１項の特例施設型給付費

をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞ

れ含むものとして、前節（第６条第３項及び第７

条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合

において、第６条第２項中「特定教育・保育施設

（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項に

おいて同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施

設（特別利用保育を提供している施設に限る。以

下この項において同じ。）」と、「同号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども」とあるのは「同項第１号又は第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども」と、第１３条第２項中「法第２

７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第

２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と、同条第４項第３号

イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受

ける者を除く。）」と、同号イ(ｲ)中「教育・保育

給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認

定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」

とする。 

  
 （特別利用教育の基準）  （特別利用教育の基準） 
第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以

下この条において同じ。）が法第１９条第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する

場合には、法第３４条第１項第２号に規定する基

準を遵守しなければならない。 

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以

下この条において同じ。）が法第１９条第１項第

２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育 
 ・保育給付認定子どもに対し、特別利用教育を提

供する場合には、法第３４条第１項第２号に規定

する基準を遵守しなければならない。 



 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別

利用教育を提供する場合には、当該特別利用教育

に係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及

び当該特定教育・保育施設を現に利用している同

条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもの数の総数が、第４条

第２項第２号の規定により定められた法第１９条

第１号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定

員の数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別

利用教育を提供する場合には、当該特別利用教育

に係る法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の数及び当該特定教育・保育施設を現に利用して

いる同項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもの数の総数が、

第４条第２項第２号の規定により定められた法第

１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども

に係る利用定員の数を超えないものとする。 
３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特

別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育

には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設

型給付費を、それぞれ含むものとして、前節（第

６条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を

適用する。この場合において、第６条第２項中「

利用の申込みに係る法第１９条第１号に掲げる小

学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込

みに係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学前

子どもの数」と、「同号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数の

総数」とあるのは「同条第１号又は第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもの数の総数」と、「同号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員の数」とあ

るのは「同条第１号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の数」と、第１３条第２項

中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とある

のは「法第２８条第２項第３号の内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額」と、同条第

４項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利

用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ(ｲ)中「

教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を

除く。）」とする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特

別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育

には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設

型給付費を、それぞれ含むものとして、前節（第

６条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を

適用する。この場合において、第６条第２項中「

利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲

げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用

の申込みに係る法第１９条第１項第２号に掲げる

小学校就学前子どもの数」と、「同号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもの数の総数」とあるのは「同項第１号又は

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの数の総数」と、「同号

に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定

員の数」とあるのは「同項第１号に掲げる小学校

就学前子どもの区分に係る利用定員の数」と、第

１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げ

る額」とあるのは「法第２８条第２項第３号の内

閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

」と、同条第４項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子

ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、

同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども」とある

のは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育

を受ける者を除く。）」とする。 
  
第３７条 ［略］ 第３７条 ［略］ 
２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種

類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地域

型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型保育

事業所」という。）ごとに、法第１９条第３号に

掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員（事業

所内保育事業を行う事業所にあっては、さいたま

市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関す

る条例第４２条の規定を踏まえ、その雇用する労

働者の監護する小学校就学前子どもを保育するた

め当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行

う事業主に係る当該小学校就学前子ども（当該事

業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっ

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種

類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地域

型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型保育

事業所」という。）ごとに、法第１９条第１項第

３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員

（事業所内保育事業を行う事業所にあっては、さ

いたま市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準

に関する条例第４２条の規定を踏まえ、その雇用

する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育

するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置

して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども（

当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るもの



 

ては事業主団体の構成員である事業主の雇用する

労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済

組合等（児童福祉法第６条の３第１２項第１号ハ

に規定する共済組合等をいう。）に係るものにあ

っては共済組合等の構成員（同号ハに規定する共

済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校就

学前子どもとする。）及びその他の小学校就学前

子どもごとに定める法第１９条第３号に掲げる小

学校就学前子どもに係る利用定員とする。）を、

満１歳に満たない小学校就学前子どもと満１歳以

上の小学校就学前子どもに区分して定めるものと

する。 

にあっては事業主団体の構成員である事業主の雇 
 用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、

 共済組合等（児童福祉法第６条の３第１２項第１

号ハに規定する共済組合等をいう。）に係るもの

にあっては共済組合等の構成員（同号ハに規定す

る共済組合等の構成員をいう。）の監護する小学

校就学前子どもとする。）及びその他の小学校就

学前子どもごとに定める法第１９条第１項第３号

に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とす

る。）を、満１歳に満たない小学校就学前子ども

と満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定

めるものとする。 
  
 （正当な理由のない提供拒否の禁止等）  （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 
第３９条 ［略］ 第３９条 ［略］ 
２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る

法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもの

数及び特定地域型保育事業所を現に利用している

満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育

認定子どもを除く。以下この章において同じ。）

の数の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号

に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定

員の数を超える場合においては、法第２０条第４

項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度

及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性

が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが

優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る

法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子

どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用し

ている満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以

上保育認定子どもを除く。以下この章において同

じ。）の数の総数が、当該特定地域型保育事業所

の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る

利用定員の数を超える場合においては、法第２０

条第４項の規定による認定に基づき、保育の必要

の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける

必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子

どもが優先的に利用できるよう、選考するものと

する。 
３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 
  
 （特定地域型保育の取扱方針）  （特定地域型保育の取扱方針） 
第４４条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準第３５条の規定に基

づき保育所における保育の内容について内閣総理

大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性

に留意して、小学校就学前子どもの心身の状況等

に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わな

ければならない。 

第４４条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準第３５条の規定に基

づき保育所における保育の内容について厚生労働

大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性

に留意して、小学校就学前子どもの心身の状況等

に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わな

ければならない。 
  
 （特別利用地域型保育の基準）  （特別利用地域型保育の基準） 
第５１条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育を

提供する場合には、法第４６条第１項に規定する

地域型保育事業の認可基準を遵守しなければなら

ない。 

第５１条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１

項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型

保育を提供する場合には、法第４６条第１項に規

定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなけれ

ばならない。 
２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特

別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別

利用地域型保育に係る法第１９条第１号に掲げる

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特

別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別

利用地域型保育に係る法第１９条第１項第１号に



 

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利

用している満３歳未満保育認定子ども（次条第１

項の規定により特定利用地域型保育を提供する場

合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象と

なる法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。

）の数の総数が、第３７条第２項の規定により定

められた利用定員の数を超えないものとする。 

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもの数及び特定地域型保育事業所を

現に利用している満３歳未満保育認定子ども（次

条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の

対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもを含む。）の数の総数が、第３７条第２項の

規定により定められた利用定員の数を超えないも

のとする。 
３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地

域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第

１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３項

において同じ。）を、それぞれ含むものとして、

この章（第４０条第２項を除き、前条において準

用する第８条から第１４条まで（第１０条及び第

１３条を除く。）、第１７条から第１９条まで及

び第２３条から第３３条までを含む。次条第３項

において同じ。）の規定を適用する。この場合に

おいて、第３９条第２項中「利用の申込みに係る

法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもの

数」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条

第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「

満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育

認定子どもを除く。以下この章において同じ。）

」とあるのは「同条第１号又は第３号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども（第５２条第１項の規定により特定利用地

域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利

用地域型保育の対象となる法第１９条第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもを含む。）」と、「同号に掲げる小

学校就学前子ども」とあるのは「同条第３号に掲

げる小学校就学前子ども」と、「法第２０条第４

項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度

及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性

が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが

優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、

申込みを受けた順序により決定する方法、当該特

定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方

針等に基づく選考その他公正な方法により」と、

第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」

とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利

用地域型保育の対象となる法第１９条第１号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を

除く。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項

第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地

域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第

１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３項

において同じ。）を、それぞれ含むものとして、

この章（第４０条第２項を除き、前条において準

用する第８条から第１４条まで（第１０条及び第

１３条を除く。）、第１７条から第１９条まで及

び第２３条から第３３条までを含む。次条第３項

において同じ。）の規定を適用する。この場合に

おいて、第３９条第２項中「利用の申込みに係る

法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子

どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第

１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども

の数」と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満

３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章にお

いて同じ。）」とあるのは「同項第１号又は第３

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども（第５２条第１項の規定によ 
 り特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、

 当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条

第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と、

「同号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは

「同項第３号に掲げる小学校就学前子ども」と、

「法第２０条第４項の規定による認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保

育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満

保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」と

あるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定

する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関

する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な

方法により」と、第４３条第１項中「教育・保育

給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認

定保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第

１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育 
 ・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２

項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあ



 

項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあ

るのは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあ

るのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは

「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第４項第

３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費

用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前

３項」とする。 

るのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」と、同条

第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条

第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「

掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の

提供（第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるも

のを除く。）に要する費用」と、同条第５項中「

前各項」とあるのは「前３項」とする。 
  
 （特定利用地域型保育の基準）  （特定利用地域型保育の基準） 
第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条第２

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育を

提供する場合には、法第４６条第１項に規定する

地域型保育事業の認可基準を遵守しなければなら

ない。 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１

項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型

保育を提供する場合には、法第４６条第１項に規

定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなけれ

ばならない。 
２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特

定利用地域型保育を提供する場合には、当該特定

利用地域型保育に係る法第１９条第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利

用している同条第３号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども（前条第

１項の規定により特別利用地域型保育を提供する

場合にあっては、当該特別利用地域型保育の対象

となる法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子 
 どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。

 ）の数の総数が、第３７条第２項の規定により定

められた利用定員の数を超えないものとする。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特

定利用地域型保育を提供する場合には、当該特定

利用地域型保育に係る法第１９条第１項第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもの数及び特定地域型保育事業所を

現に利用している同項第３号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（

前条第１項の規定により特別利用地域型保育を提

供する場合にあっては、当該特別利用地域型保育

の対象となる法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもを含む。）の数の総数が、第３７条第２項

の規定により定められた利用定員の数を超えない

ものとする。 
３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合には、特定地

域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含

むものとして、この章の規定を適用する。この場

合において、第４３条第１項中「教育・保育給付

認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保

護者（特定利用地域型保育の対象となる法第１９

条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育

認定子どもに限る。）に係る教育・保育給付認定

保護者に限る。）」と、同条第２項中「法第２９

条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３

０条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げ

る費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供

（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以

上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保

育認定子ども（令第４条第１項第２号に規定する

満３歳以上保育認定子どもをいう。）に係る第１

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合には、特定地

域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含

むものとして、この章の規定を適用する。この場

合において、第４３条第１項中「教育・保育給付

認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保

護者（特定利用地域型保育の対象となる法第１９

条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以

上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育給

付認定保護者に限る。）」と、同条第２項中「法

第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「

法第３０条第２項第３号の内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額」と、同条第４項中

「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事

の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満

３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳

以上保育認定子ども（令第４条第１項第２号に規

定する満３歳以上保育認定子どもをいう。）に係



 

３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。

）に要する費用」とする。 
る第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを

除く。）に要する費用」とする。 
  

 （さいたま市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こ

ども園の認定の要件を定める条例の一部改正） 

第１７条 さいたま市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型

認定こども園の認定の要件を定める条例（平成３０年さいたま市条例第２４号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （定義）  （定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
 ⑴ 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当

するものをいう。 
 ⑴ 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当

するものをいう。 
  ア 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）第２５条第１項の規定により

幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項を

いう。第７条において同じ。）に従って編成

された教育課程に基づく教育を行うほか、当

該教育のための時間の終了後、在籍している

子どものうち保育を必要とする子どもに該当

する者に対する教育を行う幼稚園 

  ア 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）第２５条の規定により幼稚園

に関して文部科学大臣が定める事項をいう。

第７条において同じ。）に従って編成された

教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育

のための時間の終了後、在籍している子ども

のうち保育を必要とする子どもに該当する者

に対する教育を行う幼稚園 
  イ ［略］   イ ［略］ 
 ⑵～⑷ ［略］  ⑵～⑷ ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
  
 （教育及び保育の内容）  （教育及び保育の内容） 
第７条 認定こども園における教育及び保育の内容

は、法第６条の規定により幼保連携型認定こども

園教育・保育要領（法第１０条第１項の規定によ

り主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教

育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項

をいう。）を踏まえるとともに、幼稚園教育要領

及び保育所保育指針（児童福祉施設の設備及び運

営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）

第７条 認定こども園における教育及び保育の内容

は、法第６条の規定により幼保連携型認定こども

園教育・保育要領（法第１０条第１項の規定によ

り主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教

育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項

をいう。）を踏まえるとともに、幼稚園教育要領

及び保育所保育指針（児童福祉施設の設備及び運

営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）



 

第３５条に規定する内閣総理大臣が定める指針を

いう。）に基づかなければならない。 
第３５条に規定する厚生労働大臣が定める指針を

いう。）に基づかなければならない。 
２ ［略］ ２ ［略］ 
  

 （さいたま市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第１８条 さいたま市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２

６年さいたま市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

  ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （保育の内容）  （保育の内容） 
第２５条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第

６３号）第３５条に規定する内閣総理大臣が定め 
 る指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、

 保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提

供しなければならない。 

第２５条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第

６３号）第３５条に規定する厚生労働大臣が定め 
 る指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、

 保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提

供しなければならない。 
  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



 

さいたま市条例第３１号 

   さいたま市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例 

さいたま市災害派遣手当等の支給に関する条例（平成１７年さいたま市条例第２０

０号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （趣旨）  （趣旨） 
第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づき、

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第

３２条第１項（武力攻撃事態等における国民の保

護のための措置に関する法律（平成１６年法律第

１１２号）第１５４条及び新型インフルエンザ等

対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第２ 
６条の８において読み替えて準用する場合を含む。

）及び大規模災害からの復興に関する法律（平成 
２５年法律第５５号）第５６条第１項の規定によ 
る市に派遣された職員（以下「派遣職員」という。

）の災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は 
特定新型インフルエンザ等対策派遣手当（以下こ 
れらを「災害派遣手当等」という。）の支給に関 
し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づき、

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第

３２条第１項（武力攻撃事態等における国民の保

護のための措置に関する法律（平成１６年法律第

１１２号）第１５４条及び新型インフルエンザ等

対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第４

４条において読み替えて準用する場合を含む。）

及び大規模災害からの復興に関する法律（平成２

５年法律第５５号）第５６条第１項の規定による

市に派遣された職員（以下「派遣職員」という。

）の災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は

新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当（以下こ

れらを「災害派遣手当等」という。）の支給に関

し必要な事項を定めるものとする。 
  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

 

さいたま市条例第３２号 

さいたま市衛生関係事務手数料条例及びさいたま市旅館業法施行条例の一部を

改正する条例 

（さいたま市衛生関係事務手数料条例の一部改正） 

第１条 さいたま市衛生関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第３１２号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

別表（第２条関係） 
事務の種類 手数料の額 

１～７ ［略］ 
８ 旅館業法第３条の２第

１項、第３条の３第１項

又は第３条の４第１項の

規定による旅館業の許可

を受けた地位の承継の承

認申請に対する審査 

 ［略］ 

９～５６ ［略］ 
 

別表（第２条関係） 
事務の種類 手数料の額 

１～７ ［略］ 
８ 旅館業法第３条の２第

１項又は第３条の３第１

項の規定による旅館業の

許可を受けた地位の承継

の承認申請に対する審査 

 ［略］ 

９～５６ ［略］ 
 

  

 （さいたま市旅館業法施行条例の一部改正） 
第２条 さいたま市旅館業法施行条例（平成１５年さいたま市条例第３４号）の一部

を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 



 

 

（学校等に類する施設の指定）  （学校等に類する施設の指定） 
第３条 法第３条第３項第３号（法第３条の２第２

項、第３条の３第２項及び第３条の４第３項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により定める

社会教育に関する施設その他の施設で、学校又は

児童福祉施設に類するものは、次に掲げる施設と

する。 

第３条 法第３条第３項第３号（法第３条の２第２

項及び第３条の３第３項において準用する場合を

含む。）の規定により定める社会教育に関する施

設その他の施設で、学校又は児童福祉施設に類す

るものは、次に掲げる施設とする。 

 ⑴～⑷ ［略］  ⑴～⑷ ［略］ 
  
 （意見を求める者） 

第４条 法第３条第４項（法第３条の２第２項、第

３条の３第２項及び第３条の４第３項において準

用する場合を含む。）の規定により前条各号に掲

げる施設に関し市長が意見を求めなければならな

い者は、国が設置する施設にあっては当該施設の

長、地方公共団体が設置する施設にあっては当該 

施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会、

国又は地方公共団体以外の者が設置する施設にあ 

っては当該施設の所在地を管轄する市長とする。 

 （意見を求める者） 

第４条 法第３条第４項（法第３条の２第２項及び

第３条の３第３項において準用する場合を含む。

）の規定により前条各号に掲げる施設に関し市長

が意見を求めなければならない者は、国が設置す

る施設にあっては当該施設の長、地方公共団体が

設置する施設にあっては当該施設を所管する地方

公共団体の長又は教育委員会、国又は地方公共団

体以外の者が設置する施設にあっては当該施設の

所在地を管轄する市長とする。 
  
 （宿泊を拒むことのできる事由） 
第７条 法第５条第１項第４号の規定により定める

宿泊を拒むことのできる事由は、次に掲げるとお

りとする。 
 ⑴・⑵ ［略］ 

 （宿泊を拒むことのできる事由） 
第７条 法第５条第３号の規定により定める宿泊を

拒むことのできる事由は、次に掲げるとおりとす

る。 
 ⑴・⑵ ［略］ 

  

附 則 

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため

の旅館業法等の一部を改正する法律（令和５年法律第５２号）の施行の日又はこの条

例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

 

 



さいたま市条例第３３号 

   さいたま市いじめ問題再調査委員会条例 

 （設置） 

第１条 いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。）第

３０条第２項の規定に基づき、法第２８条第１項の規定による調査の結果について

市長による調査等を行うため、さいたま市いじめ問題再調査委員会（以下「委員会

」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第３０条第２項の規定による市長の調査の

必要性及び法第２８条第１項の規定による調査の結果について調査審議する。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委

嘱する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、その者の委嘱に係る第２条の規定による調査審議を終える日

までの間とする。 

 （委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名

する委員が、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 会議の議長は、委員長をもって充てる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の

決するところによる。 



５ 会議は、非公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員会に諮って

会議を公開することができる。 

 （関係者の出席等） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明若しくは

意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （守秘義務） 

第８条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、子ども未来局において処理する。 

 （委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

さいたま市条例第３４号 

   さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例 

さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６

年さいたま市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （設備の基準）  （設備の基準） 
第９条 ［略］ 第９条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 専用区画並びに第１項に規定する設備及び備品

等（次項において「専用区画等」という。）は、

放課後児童健全育成事業所を開所している時間帯

を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用に

供するものでなければならない。ただし、利用者

の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

３ 専用区画並びに第１項に規定する設備及び備品

等（次項において「専用区画等」という。）は、

専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供するも

のでなければならない。 

４ ［略］ ４ ［略］ 
  

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

さいたま市条例第３５号 

   さいたま市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

さいたま市放課後児童クラブ条例（平成１３年さいたま市条例第１７８号）の一部

を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

別表（第２条関係） 
名称 位置 定員 

 ［略］ 
さいたま市立

与野八幡放課

後児童クラブ 
 
 
 

 ［略］ 

 ［略］ 
さいたま市立

与野南放課後

児童クラブ 

 ［略］ 

 ［略］ 
さいたま市立

大砂土放課後

児童クラブ 

 ［略］ 

 ［略］ 
さいたま市立

上里放課後児

童クラブ 

 ［略］ 

別表（第２条関係） 
名称 位置 定員 

 ［略］ 
さいたま市立

与野八幡放課

後児童クラブ 

 ［略］ 

さいたま市立

鈴谷放課後児

童クラブ 

さいたま市中央区

鈴谷５丁目１番１

号 

５０人 

 ［略］ 
さいたま市立

与野南放課後

児童クラブ 

 ［略］ 

さいたま市立

岸町放課後児

童クラブ 

さいたま市浦和区

岸町５丁目２０番

４号 

３０人 

 ［略］ 
さいたま市立

大砂土放課後

児童クラブ 

 ［略］ 

さいたま市立

栄放課後児童

クラブ 

さいたま市西区大

字指扇６１０番地

３ 

５０人 

 ［略］ 
さいたま市立

上里放課後児

童クラブ 

 ［略］ 

さいたま市立

新和放課後児

童クラブ 

さいたま市岩槻区

大字尾ヶ崎１２５

２番地 

３０人 



 

［略］ 
 

［略］ 
 

  

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

さいたま市条例第３６号 

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例 

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例（平成１３年さいたま市条例第

１９５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章～第９章 ［略］ 第１章～第９章 ［略］ 

第１０章 市及び市から非常災害により生じた廃 

棄物の処分の委託を受けた者が行う一 

般廃棄物処理施設の設置及び管理 

第１０章 市が行う一般廃棄物処理施設の設置及 

び管理 

第１節・第２節 ［略］ 第１節・第２節 ［略］ 
第１１章・第１２章 ［略］ 第１１章・第１２章 ［略］ 
附則 附則 

  
第１０章 市及び市から非常災害により生じ 

た廃棄物の処分の委託を受けた者 

が行う一般廃棄物処理施設の設置 

及び管理 

第１０章 市が行う一般廃棄物処理施設の設 

置及び管理 

（公衆の縦覧等の対象となる施設の種類） （一般廃棄物処理施設の設置等に係る生活環境影 

響調査） 
第４６条 法第９条の３第２項（同条第９項におい

て読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。）

の規定による同条第１項に規定する調査（以下「

生活環境影響調査」という。）の結果を記載した

書類（以下「調査書」という。）の公衆の縦覧及

び生活環境の保全上の見地からの意見書（以下「

意見書」という。）を提出する機会の付与の対象

となる一般廃棄物処理施設の種類は、次に掲げる

施設とする。 

⑴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（ 

 昭和４６年政令第３００号。以下この条におい 

て「政令」という。）第５条第１項に規定する 

ごみ処理施設のうち焼却施設 

⑵ 政令第５条第２項に規定する一般廃棄物の最 

終処分場 

第４６条 市長は、市が設置する法第８条第１項に

規定する一般廃棄物処理施設の設置又は当該一般

廃棄物処理施設に係る法第９条の３第８項に規定

する変更（以下「対象施設の設置等」という。）

に当たっては、同条第１項に規定する周辺地域の

生活環境に及ぼす影響についての調査（以下「生

活環境影響調査」という。）を行い、当該生活環

境影響調査の結果を記載した書類（以下「調査書

」という。）を作成するものとする。 

２ 前項の規定は、法第９条の３の２第２項の規定  



 

により適用する法第９条の３第２項の規定による

調査書の公衆の縦覧及び意見書を提出する機会の

付与の対象となる一般廃棄物処理施設について適

用する。 

３ 法第９条の３の３第２項（同条第３項において

読み替えて準用する法第９条の３第９項において

読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。）の

規定による法第９条の３の３第１項に規定する調 

査（以下「受託に係る生活環境影響調査」という。

）の結果を記載した書類（以下「受託に係る調査 

書」という。）の公衆の縦覧の対象となる一般廃 

棄物処理施設の種類は、政令第５条第１項に規定 

するごみ処理施設のうち焼却施設とする。 

 

  

（調査書の縦覧） （調査書の縦覧） 

第４７条 市長は、法第９条の３第２項の規定によ

り調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、

その旨を公告し、当該公告の日から１月間、当該

公告において指定する場所で縦覧に供するものと

する。 

第４７条 市長は、法第９条の３第２項（同条第９

項において準用する場合を含む。）の規定により

調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、そ

の旨を公告し、当該公告の日から１月間、当該公

告において指定する場所で縦覧に供するものとす

る。 

２ 前項の規定は、法第９条の３の２第２項の規定

により適用する法第９条の３第２項の規定により

調査書を公衆の縦覧に供しようとする場合につい

て適用する。この場合において、前項中「１月間

」とあるのは、「１月間の範囲内で、非常災害の

状況を勘案して市長が必要と認める期間として当

該公告で指定する期間」とする。 

 

３ 第１項の規定は、法第９条の３の３第２項の規

定により受託に係る調査書を公衆の縦覧に供しよ

うとする場合について準用する。この場合におい

て、第１項中「１月間」とあるのは、「１月間の

範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が必要

と認める期間として当該公告で指定する期間」と

読み替えるものとする。 

 

  
（意見書の提出） （意見書の提出） 

第４８条 前条第１項の規定による公告があったと

きは、当該公告に係る一般廃棄物処理施設の設置

又は変更に関し利害関係を有する者は、前条第１

項の縦覧の期間満了の日から２週間を経過する日

までに、市長に対し、意見書を提出することがで

きる。 

第４８条 前条の規定による公告があったときは、

当該公告に係る対象施設の設置等に関し利害関係

を有する者は、同条の縦覧の期間満了の日から２

週間を経過する日までに、市長に対し、生活環境

の保全上の見地からの意見書（以下「意見書」と

いう。）を提出することができる。 

２ 意見書の提出先は、前条第１項の規定による公

告において指定するものとする。 

２ 意見書の提出先は、前条の規定による公告にお

いて指定するものとする。 

３ 前２項の規定は、法第９条の３の２第２項の規

定により適用する法第９条の３第２項の規定によ 

る意見書の提出期限及び提出先について適用する。

この場合において、第１項中「２週間」とあるの 

 



 

は、「非常災害の状況を勘案し市長が必要と認め 

る期間として当該公告で指定する期間」と読み替 

えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、法第９条の３の３

第２項の規定による意見書の提出期限及び提出先

について準用する。この場合において、第１項中

「２週間」とあるのは、「非常災害の状況を勘案

し市長が必要と認める期間として当該公告で指定

する期間」と読み替えるものとする。 

 

  

（他の地方公共団体の長との協議） （他の地方公共団体の長との協議） 

第４９条 市長は、生活環境影響調査（受託に係る

生活環境影響調査を含む。）を行った地域に他の

地方公共団体の区域が含まれる場合には、当該地

方公共団体の長に調査書（受託に係る調査書を含 

む。）の写しを送付し、当該調査書の縦覧及び意 

見書を提出する機会の付与の手続を実施すること 

について協議するものとする。 

第４９条 市長は、生活環境影響調査を行った地域

に他の地方公共団体の区域が含まれる場合には、

当該地方公共団体の長に調査書の写しを送付し、

当該調査書の縦覧及び意見書を提出する機会の付

与の手続を実施することについて協議するものと

する。 

  

（環境影響評価との関係） （環境影響評価との関係） 

第５０条 法第９条の３第１項又は第８項の規定に

よる届出（法第９条の３の２第２項の規定により

適用する場合及び法第９条の３の３第１項の規定

による届出（同条第３項の規定により準用する場

合を含む。）する場合を含む。）は、次の各号の

いずれかに該当するときは、第４７条第１項（同

条第２項の規定により適用する場合及び同条第３

項の規定により準用する場合を含む。）並びに第

４８条第１項及び第２項（これらの規定を同条第

３項の規定により適用する場合及び同条第４項の

規定により準用する場合を含む。）に定める手続

を経たものとみなす。 

⑴ 環境影響評価法（平成９年法律第８１号）第 

  ２７条の規定による環境影響評価書（生活環境

影響調査に相当する内容を有するものに限る。

次号において同じ。）に係る公告及び縦覧の手

続を経たとき。 

⑵ さいたま市環境影響評価条例（平成１５年さ 

  いたま市条例第３２号）第２２条の規定による

環境影響評価書に係る公告及び縦覧の手続を経

たとき。 

第５０条 対象施設の設置等に関し、環境影響評価

法（平成９年法律第８１号）第２７条又はさいた

ま市環境影響評価条例（平成１５年さいたま市条

例第３２号）第２２条の規定による環境影響評価

書（生活環境影響調査に相当する内容を有するも

のに限る。）に係る公告及び縦覧の手続を経たと

きは、当該環境影響評価書は、法第９条の３第１

項の規定による届出に要する調査書で第４７条及

び第４８条に定める手続を経たものとみなす。 

２ 前項第１号又は第２号の環境影響評価書に係る

公告及び縦覧の手続に当たって、さいたま市環境

影響評価条例第５８条の規定による協議を行った

ときは、前条の規定による協議を行ったものとみ

なす。 

２ 前項の環境影響評価書に係る公告及び縦覧の手

続に当たって、さいたま市環境影響評価条例第５

８条の規定による協議を行ったときは、前条の規

定による協議を行ったものとみなす。 

  

附 則 



 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

さいたま市条例第３７号 

さいたま市ホテル南郷条例の一部を改正する条例 

さいたま市ホテル南郷条例（平成１９年さいたま市条例第３２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（利用の制限）  （利用の制限） 
第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、ホテル南郷の利用を承認しない。 
 ⑴ 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第５

条第１項各号のいずれかに該当するとき。 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、ホテル南郷の利用を承認しない。 

 ⑴ 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第５

条各号のいずれかに該当するとき。 
⑵～⑸ ［略］  ⑵～⑸ ［略］ 

  

附 則 

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため

の旅館業法等の一部を改正する法律（令和５年法律第５２号）の施行の日又はこの条

例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 



 

さいたま市条例第３８号 

さいたま市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例 

さいたま市特定非営利活動促進法施行条例（平成２３年さいたま市条例第５２号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（設立の認証申請） （設立の認証申請） 
第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 
２ 法第１０条第１項第２号ハに規定する条例で定

める書面は、次に掲げるとおりとする。 
 ⑴ 当該役員が住民基本台帳法（昭和４２年法律

第８１号）の適用を受ける者である場合にあっ

ては、同法第１２条第１項に規定する住民票の

写し（複写したものを含む。） 
 ⑵ 当該役員が前号に該当しない者である場合に

あっては、当該役員の住所又は居所を証する権

限のある官公署が発給する書面（複写したもの

を含む。） 

２ 法第１０条第１項第２号ハに規定する条例で定

める書面は、次に掲げるとおりとする。 
 ⑴ 当該役員が住民基本台帳法（昭和４２年法律

第８１号）の適用を受ける者である場合にあっ

ては、同法第１２条第１項に規定する住民票の

写し 
 ⑵ 当該役員が前号に該当しない者である場合に

あっては、当該役員の住所又は居所を証する権

限のある官公署が発給する書面 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 
  

（特定非営利活動法人等が行う電子情報処理組織 
による申請等） 

 

第１４条 第２条第１項に規定する者又は特定非営

利活動法人が、情報通信技術を活用した行政の推

進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号。

以下「情報通信技術活用法」という。）第６条第

１項の規定により、規則で定める電子情報処理組

織を使用する方法により市長に申請等を行う場合

においては、規則で定める方法により行わなけれ

ばならない。 

 

  
（市長が行う電磁的記録による縦覧等） （市長が行う電磁的記録による縦覧等） 

第１５条 法第７４条の規定により読み替えて適用

される情報通信技術活用法第８条第１項の規定に

より、電磁的記録に記録されている事項又は当該

事項を記載した書類の縦覧又は閲覧を行う場合に

おいては、規則で定める方法により行うものとす

第１４条 法第７４条の規定により読み替えて適用

される情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律（平成１４年法律第１５１号）第８条第

１項の規定により、法第１０条第２項（法第２５

条第５項及び第３４条第５項において準用する場



 

る。 合を含む。）の規定による書面等の縦覧又は法第

３０条及び第５６条（法第６２条において準用す

る場合を含む。）の規定による書面等の閲覧に代

えて行うこれらの書面等に係る電磁的記録に記録

されている事項又は当該事項を記載した書類の縦

覧又は閲覧は、規則で定める方法により行うもの

とする。 
  
第１６条 ［略］ 第１５条 ［略］ 
  
第１７条 ［略］ 第１６条 ［略］ 
  
第１８条 ［略］ 第１７条 ［略］ 
  
第１９条 ［略］ 第１８条 ［略］ 
  

附 則 

この条例は、令和５年１２月１日から施行する。 
 

 

 



 

さいたま市条例第３９号 

さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例 

さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例（平成１３年さいたま市条例第２

４３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（都市再生駐車施設配置計画の区域内における駐 

車施設の附置） 

 

第８条 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２

２号）第１９条の１３第１項の規定により作成さ

れた都市再生駐車施設配置計画の区域（以下「計

画区域」という。）内において、第３条本文、第

４条第１項及び第５条本文（第６条の規定により

みなして適用を受ける場合も含む。）並びに前条

の規定の適用を受ける者は、これらの規定にかか

わらず、当該計画に記載された同法第１９条の１

３第２項第２号に掲げる事項の内容に即して駐車

施設を附置しなければならない。 

 

  
（建築物が地区若しくは地域又は計画区域の内外 

にわたる場合） 

 （建築物が地区又は地域の内外にわたる場合） 

 
第９条 建築物の敷地が駐車場整備地区、商業地域

若しくは近隣商業地域又はこれら以外の地域の２

以上にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分

が属する地区又は地域に当該建築物があるとみな

して、第３条から第７条までの規定を適用する。 

第８条 建築物の敷地が駐車場整備地区、商業地域

若しくは近隣商業地域又はこれら以外の地域の２

以上にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分

が属する地区又は地域に当該建築物があるとみな

して、第３条から前条までの規定を適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、建築物の敷地が計画

区域の内外にわたる場合においては、当該敷地の

過半が当該計画区域内にあるときに限り、当該計

画区域内に当該建築物があるものとみなして前条

の規定を適用する。 

 

  
第１０条 ［略］ 第９条 ［略］ 
  
 （届出）  （届出） 
第１１条 第３条から第８条までの規定により駐車 

施設を附置すべき者（以下「附置義務者」という。

第１０条 第３条から第７条までの規定により駐車 
施設を附置すべき者（以下「附置義務者」という。



 

）は、駐車施設を設けようとする場合は、あらか 
じめ、規則で定めるところにより、当該駐車施設 
の位置、規模等を市長に届け出なければならない。

届け出た事項を変更しようとする場合も、また同 
様とする。 

）は、駐車施設を設けようとする場合は、あらか 
じめ、規則で定めるところにより、当該駐車施設 
の位置、規模等を市長に届け出なければならない。

届け出た事項を変更しようとする場合も、また同 
様とする。 

  
第１２条 ［略］ 第１１条 ［略］ 
  
 （適用除外）  （適用除外） 
第１３条 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号

）第８５条に規定する仮設建築物を新築、増築又

は当該建築物の用途の変更をしようとする者につ

いては、第３条から第８条までの規定は、適用し

ない。 
２ ［略］ 

第１２条 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号

）第８５条に規定する仮設建築物を新築、増築又

は当該建築物の用途の変更をしようとする者につ

いては、第３条から第７条までの規定は、適用し

ない。 
２ ［略］ 

  

（駐車施設の管理） （駐車施設の管理） 

第１４条 第３条から第８条までの規定により附置

された駐車施設（第１２条第１項の規定により建

築物又はその敷地内に附置したものとみなされる

駐車施設を含む。）の所有者又は管理者は、当該

駐車施設をその目的に適合するように管理しなけ

ればならない。 

第１３条 第３条から第７条までの規定により附置

された駐車施設（第１１条第１項の規定により建

築物又はその敷地内に附置したものとみなされる

駐車施設を含む。）の所有者又は管理者は、当該

駐車施設をその目的に適合するように管理しなけ

ればならない。 
  
第１５条 ［略］ 第１４条 ［略］ 
  
 （措置命令）  （措置命令） 
第１６条 市長は、第３条から第８条まで、第１０

条又は第１４条の規定に違反した者に対して、相

当の期限を定めて、駐車施設の附置、原状回復そ

の他当該違反を是正するために必要な措置を命じ

ることができる。 
２ ［略］ 

第１５条 市長は、第３条から第７条まで、第９条

又は第１３条の規定に違反した者に対して、相当

の期限を定めて、駐車施設の附置、原状回復その

他当該違反を是正するために必要な措置を命じる

ことができる。 

２ ［略］ 
  
第１７条 ［略］ 第１６条 ［略］ 
  
 （罰則）  （罰則） 
第１８条 第１６条第１項の規定による市長の命令

に従わなかった者は、５０万円以下の罰金に処す

る。 
２ 第１５条第１項の規定による報告若しくは資料

の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料

の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避した者は、２０万円以下の罰

金に処する。 
３ 第１２条第２項の規定に違反して、市長の承認

を受けずに駐車施設を設け、又は市長の承認を受

けた駐車施設の位置若しくは規模を市長の承認を

受けずに変更（規模を拡大した場合は除く。）し

第１７条 第１５条第１項の規定による市長の命令

に従わなかった者は、５０万円以下の罰金に処す

る。 
２ 第１４条第１項の規定による報告若しくは資料

の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料

の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避した者は、２０万円以下の罰

金に処する。 
３ 第１１条第２項の規定に違反して、市長の承認

を受けずに駐車施設を設け、又は市長の承認を受

けた駐車施設の位置若しくは規模を市長の承認を

受けずに変更（規模を拡大した場合は除く。）し



 

た者は、１０万円以下の罰金に処する。 た者は、１０万円以下の罰金に処する。 
  
第１９条 ［略］ 第１８条 ［略］ 
  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年５月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例第８条

から第１６条までの規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に届出をした者について適用し、施行日前に届出をした者については、なお従前の

例による。 

３ 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされている

者に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

 

 

 
 

 



 

さいたま市条例第４０号 

さいたま市火災予防条例の一部を改正する条例 

さいたま市火災予防条例（平成１３年さいたま市条例第２８１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後   改正前 

 （変電設備）  （変電設備） 
第１８条 屋内に設ける変電設備（全出力２０キロ

ワット以下のもの及び次条に掲げるものを除く。

以下同じ。）の位置、構造及び管理は、次に掲げ

る基準によらなければならない。 
 ⑴～⑶ ［略］ 
 ⑷ 建築物等の部分との間に換気、点検及び整備

に支障のない距離を保つこと。 
  

⑸～⑿ ［略］ 
２・３ ［略］ 

第１８条 屋内に設ける変電設備（全出力２０キロ

ワット以下のもの及び次条に掲げるものを除く。

以下同じ。）の位置、構造及び管理は、次に掲げ

る基準によらなければならない。 
 ⑴～⑶ ［略］ 
 ⑷ キュービクル式のものにあっては、建築物等

の部分との間に換気、点検及び整備に支障のな

い距離を保つこと。 
 ⑸～⑿ ［略］ 
２・３ ［略］ 

  
（急速充電設備）  （急速充電設備） 

第１８条の２ 急速充電設備（電気を設備内部で変

圧して、電気自動車等（電気を動力源とする自動

車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これら

に類するものをいう。以下同じ。）にコネクター

（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するため

のものをいう。以下同じ。）を用いて充電する設

備（全出力２０キロワット以下のものを除く。）

をいい、分離型のもの（変圧する機能を有する設

備本体及び充電ポスト（コネクター及び充電用ケ

ーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しな

いものをいう。以下同じ。）により構成されるも

のをいう。以下同じ。）にあっては、充電ポスト

を含む。以下同じ。）の位置、構造及び管理は、

次に掲げる基準によらなければならない。 
⑴～⑶ ［略］ 

 ⑷ その筐体は、雨水等の浸入防止の措置を講じ

ること。 
⑸～⒆ ［略］ 

第１８条の２ 急速充電設備（電気を設備内部で変

圧して、電気自動車等（電気を動力源とする自動

車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これら

に類するものをいう。以下同じ。）にコネクター

（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するため

のものをいう。以下同じ。）を用いて充電する設

備（全出力２０キロワット以下のものを除く。）

をいい、分離型のもの（変圧する機能を有する設

備本体及び充電ポスト（コネクター及び充電用ケ

ーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しな

いものをいう。以下同じ。）により構成されるも

のをいう。以下同じ。）にあっては、充電ポスト

を含む。以下同じ。）の位置、構造及び管理は、

次に掲げる基準によらなければならない。 
⑴～⑶ ［略］ 
⑷ 雨水等の浸入防止の措置を講じること。 
 

⑸～⒆ ［略］ 



 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  
（蓄電池設備） （蓄電池設備） 

第２０条 蓄電池設備（蓄電池容量が１０キロワッ

ト時以下のもの及び蓄電池容量が１０キロワット

時を超え２０キロワット時以下のものであって蓄

電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関す

る基準（令和５年消防庁告示第７号）第２に定め

るものを除く。以下同じ。）は、地震等により容

易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とする

こと。この場合において、開放形鉛蓄電池を用い

たものにあっては、その電槽は、耐酸性の床上又

は台上に設けなければならない。 

第２０条 屋内に設ける蓄電池設備（定格容量と電

槽数の積の合計が４，８００アンペアアワー・セ

ル未満のものを除く。以下同じ。）の電槽は、耐

酸性の床上又は台上に、転倒しないように設けな

ければならない。ただし、アルカリ蓄電池を設け

る床上又は台上にあっては、耐酸性の床又は台と

しないことができる。 

２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 第１項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄

電池設備（柱上及び道路上に設ける電気事業者用

のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止

措置に関する基準第３に定めるもの並びに消防長

が火災予防上支障がないと認める構造を有するキ

ュービクル式のものを除く。）にあっては、建築

物から３メートル以上の距離を保たなければなら

ない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外

壁で開口部のないものに面するときは、この限り

でない。 

３ 屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等の浸入防止

の措置を講じたキュービクル式のものとしなけれ

ばならない。 

４ 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電

池設備の位置、構造及び管理の基準については、 
第１６条第４号、第１８条第１項第４号、第７号、

第８号及び第１１号並びに第１８条の２第１項第 
４号の規定を準用する。 

４ 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電

池設備の位置、構造及び管理の基準については、 
第１６条第４号、第１８条第１項第４号、第７号、

第８号及び第１１号並びに第２項並びに本条第１ 
項の規定を準用する。 

  
 （火を使用する設備等の設置の届出）  （火を使用する設備等の設置の届出） 
第６４条 火を使用する設備又はその使用に際し火

災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げる

ものを設置しようとする者は、あらかじめ、その

旨を消防長に届け出なければならない。 
 ⑴～⒂ ［略］ 
 ⒃ 蓄電池設備（蓄電池容量が２０キロワット時

以下のものを除く。） 

第６４条 火を使用する設備又はその使用に際し火

災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げる

ものを設置しようとする者は、あらかじめ、その

旨を消防長に届け出なければならない。 
 ⑴～⒂ ［略］ 
 ⒃ 蓄電池設備 
 

 ⒄・⒅ ［略］ 
 

 ⒄・⒅ ［略］ 

別表第３（第３条、第２７条関係） 
  離隔距離（セン 

種類  チメートル） 
入 上 側 前 後 備 

 力 方 方 方 方 考 
［略］ 

厨  ［略］   
房

設 
固

体 
不

燃 
木炭

を燃 
炭

火 
― １

０ 
５

０ 
５

０ 
５

０ 
［

略 

別表第３（第３条、第２７条関係） 
  離隔距離（セン 

種類  チメートル） 
入 上 側 前 後 備 

 力 方 方 方 方 考 
［略］ 

厨 
房

設

 ［略］  

［

略 



 

備 燃
料 

以

外 
料と

する

もの 

焼

き

器 

 ０    ］ 

  不

燃 
木炭

を燃

料と

する

もの 

炭

火

焼

き

器 

― ８
０ 

３

０ 
― ３

０ 
 

  ［略］  
 ［略］ 

 備考 ［略］ 

備  ］ 
  
  

 ［略］  
［略］ 

 備考 ［略］ 
  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置されている、燃料電池発電設備、変電設備、内燃機

関を原動力とする発電設備及びこの条例による改正後のさいたま市火災予防条例（

以下「改正後の条例」という。）第２０条第１項に規定する蓄電池設備（附則第４

項に掲げるものを除く。）（以下この項において「燃料電池発電設備等」という。

）又は現に設置の工事中である燃料電池発電設備等のうち、改正後の条例第１８条

第１項第４号（改正後の条例第１３条の２第１項及び第３項、第１８条第３項、第

１９条第２項及び第３項並びに第２０条第２項及び第４項において準用する場合を

含む。）の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

３ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている改正後の条例第

２０条第１項に規定する蓄電池設備（次項に掲げるものを除く。）のうち、同条第

１項の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

４ この条例による改正前のさいたま市火災予防条例第２０条第１項に規定する蓄電

池設備には該当せず、新たに改正後の条例第２０条第１項に規定する蓄電池設備に

該当することとなるもののうち、この条例の施行の際現に設置されているもの及び

この条例の施行の日から起算して２年を経過する日までの間に設置されたもので、



 

同条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。 
 

 


